
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
清
水
）

一
六
五

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ンデ

ル
フ
ィ
ー
ヌ
・
コ
ス
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清　

水　

恵　

介　
　

訳
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ョ
ン
に
関
す
る
研
究
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ン
の
概
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一
九
六
三
）
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本
法
学　

第
八
十
二
巻
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四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
六
六

　

⒜　

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
定
義
の
要
素

　
　

ⅰ　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
真
実

　
　

ⅱ　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実

　

⒝　

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
性
格

　

⒞　

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
源

3　

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
能

　

⒜　

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
実
用
的
機
能

　
　

ⅰ　

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
行
政
法
の
順
応

　
　

ⅱ　

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
行
政
法
の
単
純
化
・
合
理
化

　

⒝　

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ド
グ
マ
的
機
能

本
稿
は
、
特
定
の
法
分
野
で
あ
る
行
政
法
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
法
技
術
的
方
法
に
つ
い
て
論
じ
る
法
的
方
法
論
を
テ
ー
マ
と
す

る
（
ⅰ
）

。フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
に
つ
い
て
の
本
来
的
な
研
究
（
後
記
2
）
や
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
能
（
後
記
3
）
の
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
の
定
義
（
後
記
1
）
が
必
要
で
あ
る
。

1　

法
的
方
法
論
と
行
政
法
の
定
義

⒜　

法
的
方
法
論

法
的
方
法
論
は
、
法
領
域
に
特
有
の
手
段
及
び
技
術
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

（
一
九
六
四
）



行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
清
水
）

一
六
七

私
た
ち
が
法
的
概
念
、
法
的
定
義
、
と
り
わ
け
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
何
で
あ
る
か
を
明
確
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
的
方
法
論
の
お
か
げ
で
あ
る
。

法
的
方
法
論
は
、
法
律
の
法
文
又
は
裁
判
所
の
裁
判
を
ど
の
よ
う
に
起
草
す
る
か
、
法
的
論
証

を
ど
の
よ
う
に
練
り
上
げ
る
か
、
法
律
家
（
立
法
者
、
裁
判
官
）
が
用
い
る
法
的
推
論
の
種
々
の
タ

イ
プ
は
何
か
を
自
問
す
る
。

ⅰ　

法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

│　

例
え
ば
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
同
一
の
性
質
を
示
し
、
同
一
の
制
度
に
従
う
い
く
つ
か
の

対
象
を
結
集
さ
せ
る
。
一
例
は
、
人
の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
（
上
記
の
図

参
照
）。

│　

こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
、
物
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
区
別
さ
れ
る
。

人
と
物
と
の
間
の
区
別
は
、
ロ
ー
マ
法
ま
で
遡
る
。
物
と
は
異
な
り
、
人
は
、
所
有
の
対
象
に

は
な
り
得
な
い
。

│　

さ
ら
に
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
い
く
つ
か
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
法
的
な
人
の
中
に
、
自
然
人
と
法
人
を
見
出
す
。
自
然
人
は
、
人
間
の
こ
と
で
、
法
人
は
、

商
事
会
社
、
非
営
利
社
団
〔associations

〕、
国
家
、
地
方
自
治
体
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。

│　

法
的
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
同
様
に
、
他
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
自
然
人
は
、
未
成
年
者
（
子
ど
も
）
と
、
人
格
に
結
び
付
け
ら
れ
た
権
利
義
務
の
す
べ

図：法的カテゴリーの例

（
一
九
六
五
）
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第
八
十
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巻
第
四
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（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
六
八

て
を
有
す
る
成
年
者
と
に
再
区
分
さ
れ
る
。

│　

法
人
は
、
私
法
人
（
商
事
会
社
又
は
非
営
利
社
団
〔associations

〕）
と
公
法
人
（
国
家
、
地
方
自
治
体
）
と
に
再
区
分
さ
れ
る
。

│　

特
別
の
法
制
度
は
、
各
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
成
年
の
自
然
人
は
、
選
挙
権
を
も
つ
が
、
未
成
年
者
は
そ
れ

を
も
た
な
い
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

伝
統
的
な
「
ロ
ー
マ
・
ゲ
ル
マ
ン
」
の
法
制
度
は
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
に
お
い
て
、
法
の
科
学
と

い
う
も
の
は
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
表
現
さ
れ
、
法
の
準
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
得
る
現
実
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ⅱ　

法
的
論
証

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
こ
れ
ら
の
制
度
に
お
い
て
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
十
分
で
は
な
い
。
論
証
の
方
法
と
い
う
も
の
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
そ
の
間
で
作
用
す
る
た
め
に
存
在
す
る
。
法
的
論
証
の
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
。

│　

類
推
論
証
（
ラ
テ
ン
語
でa pari

）
は
、
法
制
度
に
お
い
て
最
も
普
及
し
た
推
論
の
方
法
で
あ
る
。

こ
の
論
証
は
、
二
つ
の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
類
似
性
に
基
づ
い
て
推
論
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
そ
れ
ら
が
類
似
し
て

い
る
な
ら
ば
、
一
方
に
適
用
可
能
な
準
則
は
、
他
方
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
未
成
年
者
は
、
成
年
者
と
同
一
の
権
利
を
有
し
な
い
。
し
か
し
、
も
し
も
未
成
年
者
が
十
分
に
成
熟
し
た
と
い
う
理
由
で

解
放
さ
れ
た
な
ら
ば
（
ⅱ
）

、
類
推
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
は
、
成
年
者
と
同
一
の
権
利
を
有
す
る
。

│　

反
対
〔a con

trario

（
ラ
テ
ン
語
表
現
）〕
論
証
は
、
も
し
も
あ
る
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
対
象
に
適
用
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の

対
象
に
反
対
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
づ
け
を
可
能
に
す
る
。
例
え
ば
、
あ
る
者
が
死
ん
で
い
な
い

な
ら
ば
、
そ
の
者
は
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
一
九
六
六
）



行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
清
水
）

一
六
九

反
対
〔a con

trario

〕
論
証
は
、
扱
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
も
し
も
あ
る
芝
生
が
犬
に
対
し
て
立
入
禁
止
で
あ
る
な

ら
ば
、
反
対
〔a con

trario

〕
論
証
は
、
人
間
に
は
許
可
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
同
様
に
、
他
の
動
物

に
も
許
可
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
…
。

と
こ
ろ
で
、
犬
に
対
す
る
芝
生
の
立
入
禁
止
の
法
的
根
拠
は
、
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
犬
に
か
か
わ
ら
ず
、
芝
生
を
良
い
状
態

で
保
護
す
る
必
要
性
に
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
例
に
お
け
る
妥
当
な
唯
一
の
反
対
〔a con

trario

〕
論
証
は
、
人
間
を
許
可
す
る
こ
と
に
あ
り
、
い
か
な
る

動
物
を
も
許
可
す
る
こ
と
に
は
な
い
。

│　

勿
論
〔a fortiori

（
ラ
テ
ン
語
表
現
）〕
論
証
は
、
前
述
の
も
の
に
付
け
加
え
る
論
証
で
あ
る
。
そ
の
論
証
は
、
勿
論
の
こ
と
、
法
準

則
の
存
在
理
由
に
基
づ
い
て
、
あ
る
準
則
を
特
別
の
場
合
に
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

立
入
禁
止
さ
れ
た
芝
生
の
例
を
再
び
と
る
と
、
も
し
も
芝
生
が
犬
に
対
し
て
立
入
禁
止
で
あ
る
な
ら
ば
、
勿
論
の
こ
と
、
他
の
動
物

に
対
し
て
も
立
入
禁
止
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
類
推
に
よ
っ
て
、
芝
生
は
、
犬
に
対
し
て
立
入
禁
止
さ
れ
、
反
対
に
〔a 

con
trario

〕、
人
間
に
対
し
て
許
可
さ
れ
る
。

様
々
な
論
証
は
、
立
法
者
が
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
お
よ
び
対
応
す
る
制
度
を
規
定
す
る
責
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、

主
に
裁
判
官
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
。

様
々
な
論
証
は
、
同
様
に
、
法
の
研
究
者
に
よ
っ
て
も
利
用
さ
れ
る
。

⒝　

行
政
法

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
定
義
の
後
に
、
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
研
究
が
導
か
れ
た
理
由
を
説
明
す
る
。

（
一
九
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
七
〇

ⅰ　

行
政
法
の
定
義

フ
ラ
ン
ス
は
、
し
ば
し
ば
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
行
政
法
の
祖
国
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
法
分
野
は
、
実
際
に
、
二
世

紀
以
上
前
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
非
常
に
発
展
し
た
。

確
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
一
七
八
九
年
〜
一
七
九
九
年
）
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
制
度
は
、
権
力
分
立
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
で
、

完
全
に
近
代
化
さ
れ
た
。

│　

近
代
の
司
法
裁
判
所
は
、
そ
の
頂
点
に
、
後
に
破
毀
院
と
な
る
上
級
裁
判
所
と
と
も
に
出
現
し
た
。

│　

と
こ
ろ
で
、
一
七
九
〇
年
か
ら
、
あ
る
禁
止
が
、
司
法
裁
判
所
に
向
け
て
定
式
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
司
法
裁
判
所
は
、
行
政
事

件
に
つ
い
て
管
轄
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

│　
「
行
政
事
件
」
に
よ
っ
て
、
国
、
地
方
自
治
体
又
は
公
企
業
を
含
む
、
す
べ
て
の
作
為
又
は
不
作
為
、
す
べ
て
の
行
為
及
び
契
約
を

理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

│　

司
法
裁
判
所
が
管
轄
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
行
政
事
件
の
た
め
に
裁
判
官
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

│　

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
（
国
務
院
）
が
、
一
七
九
九
年
に
、
主
と
し
て
国
家
に
助
言
す
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
事
に
つ
い

て
国
家
に
助
言
し
て
い
た
よ
う
に
、
行
政
活
動
か
ら
生
じ
た
紛
争
に
つ
い
て
も
ま
た
、
国
家
に
助
言
し
て
い
た
。

│　

次
第
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
お
い
て
、
裁
判
手
続
が
生
成
さ
れ
た
。
公
式
に
は
、
一
八
七
二
年
に
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、

上
級
行
政
裁
判
所
と
し
て
の
行
政
裁
判
所
に
な
っ
た
。

│　

同
様
に
、
他
の
機
関
も
存
在
し
て
い
て
、
一
九
五
三
年
に
、
行
政
裁
判
所
と
な
る
に
至
っ
た
。
つ
い
で
、
一
九
八
七
年
に
は
、
行
政

控
訴
院
が
創
設
さ
れ
た
（
ⅲ
）

。

（
一
九
六
八
）



行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
清
水
）

一
七
一

行
政
裁
判
所
の
漸
進
的
出
現
は
、
行
政
裁
判
所
が
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
別
法
の
生
成
を
可
能
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
行
政
事

件
に
適
用
可
能
な
法
で
あ
る
。

│　

行
政
法
の
最
も
重
要
な
概
念
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
。

│　

例
え
ば
、
一
般
利
益
、
公
役
務
、
公
権
力
、
公
土
木
工
事
、
公
務
員
、
公
有
財
産
、
行
政
警
察
お
よ
び
公
の
秩
序
を
定
義
す
る
の
は
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
判
決
で
あ
る
。

│　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適
用
可
能
な
法
制
度
を
強
い
る
の
も
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
で
あ
る
。
例
え
ば
、
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
公
有
財
産
に
適
用
可
能
な
原
則
と
し
て
、
単
独
行
政
行
為
の
生
成
の
準
則
を
引
き
出
し
た
。

│　

確
か
に
、
二
〇
世
紀
に
、
立
法
者
は
、
行
政
判
例
法
を
補
完
し
た
。
す
な
わ
ち
、
公
務
員
の
身
分
、
公
取
引
・
都
市
計
画
・
公
衆
衛

生
の
法
…
で
あ
る
。

│　

さ
ら
に
、
Ｅ
Ｕ
法
は
、
次
第
に
行
政
法
を
、
特
に
経
済
部
門
に
お
い
て
枠
付
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
的
経
済
活
動
は
、
そ
の
大

部
分
に
お
い
て
、
競
争
法
に
服
す
る
か
ら
で
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
法
は
、
非
常
に
幅
広
い
。
す
な
わ
ち
、
行
政
法
は
、
公
法
人
（
国
家
、
地
方
自
治
体
、
公
企
業
）
の

活
動
に
関
係
し
、
単
独
行
為
及
び
契
約
を
枠
付
け
、
公
的
機
関
の
権
限
並
び
に
公
役
務
及
び
公
権
力
の
原
則
を
定
義
す
る
な
ど
を
す
る
。

ⅱ　

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
関
す
る
研
究

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
探
求
す
る
の
は
、
行
政
法
と
い
う
特
殊
な
規
律
に
お
け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
法
技
術
の

影
響
力
及
び
有
用
性
を
研
究
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
研
究
は
、
一
九
九
八
年
に
パ
リ
第
一
大
学
（
パ
ン
テ
オ
ン
＝
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
）
で
審
査
を
受
け
た
博
士
論
文
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

（
一
九
六
九
）
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一
七
二

こ
の
論
文
は
、
パ
リ
大
学
事
務
局
長
賞
を
受
賞
し
、
二
〇
〇
〇
年
に
お
け
る
出
版
の
対
象
と
な
っ
た
（
ⅳ
）

。

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
探
求
は
、
法
的
論
理
及
び
方
法
論
、
歴
史
、
法
の
理
論
、
並
び
に
フ
ラ
ン
ス
及
び
外
国
の
私

法
及
び
公
法
に
関
す
る
研
究
を
必
要
と
す
る
。

一
般
に
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
技
術
的
方
法
は
、
存
在
す
る
も
の
を
存
在
し
な
い
ふ
り
を
し
、
あ
る
い
は
逆
に
、
存
在
し
な
い
も
の

を
存
在
す
る
ふ
り
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
探
求
は
、
そ
れ
が
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
導
か
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
探
求
は
、
一
方
で
、

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
分
析
を
一
新
す
る
こ
と
を
、
そ
し
て
、
他
方
で
、
新
た
な
観
点
の
下
で
行
政
法
を
検
討
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

そ
の
探
求
は
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
行
政
法
、
そ
れ
か
ら
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
能
を
研
究
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
2
お
よ
び
3
に
お
い
て
検
討
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

2　

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
を
検
討
す
る
た
め
に
、
そ
の
定
義
の
諸
要
素
、
そ
れ
か
ら
そ
の
性
格
、
そ
し

て
最
後
に
そ
の
源
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

⒜　

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
定
義
の
要
素

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
存
在
し
な
い
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
ふ
り
、
及
び
存
在
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
ふ
り
を
す
る
。
し
ば

し
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、「
…
で
あ
る
か
の
よ
う
に
〔com

m
e si

〕」（
ド
イ
ツ
語
に
お
け
る
「als ob

」）
と
言
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
困
難
さ
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
嘘
な
の
か
現
実
の
変
化
な
の
か
を
知
る
こ
と
に
あ
る
。
第
一
の
場
合
に
お
い
て
、

（
一
九
七
〇
）
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三

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
真
実
と
の
関
連
で
定
義
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
の
場
合
に
お
い
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
現
実
と
の
関
連
で
定
義
づ
け

ら
れ
る
。

ⅰ　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
真
実

歴
史
的
に
は
、
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
に
お
い
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
真
実
へ
の
参
照
に
よ
っ
て
定

義
づ
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
真
実
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、「
見
せ
か
け
の
真
実
」（
ラ

テ
ン
語
で
「veritas falsa
」）
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

今
日
、
真
実
は
、
相
変
わ
ら
ず
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
他
の
方
法
か
ら
区
別
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
真
実
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
を
定
義
づ
け
る
こ
と
を
も
は
や
可
能
に
し
な
い
。

確
か
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
真
実
に
反
す
る
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
作
者
は
、
真
実
に
反
す
る
方
法
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て

い
て
、
そ
れ
を
隠
さ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
意
図
的
な
誤
り
で
あ
る
。

│　

そ
の
こ
と
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
錯
誤
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
作
者
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
真
実

に
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
嘘
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
皆
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
他
の
者
を
騙
す
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

│　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
制
度
に
お
い
て
多
く
用
い
ら
れ
る
法
技
術
の
方
法
、
す
な
わ
ち
、
単
純
推
定
と
も
異
な
る
。

推
定
は
、
他
の
事
実
を
証
明
す
る
た
め
に
あ
る
事
実
の
結
果
を
引
き
出
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
最
も
著
名
な
例
は
、

次
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
子
の
母
の
夫
は
、
そ
の
子
の
父
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

推
定
の
仕
組
み
に
お
い
て
、
反
対
証
拠
と
い
う
も
の
が
生
じ
得
る
。
先
の
例
に
お
い
て
、
母
の
夫
が
、
特
に
生
物
学
的
証
拠
に
よ
っ

（
一
九
七
一
）
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て
、
父
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

推
定
は
、
蓋
然
性
（
ラ
テ
ン
語
で
「pleru

m
qu

e fi t

」）
の
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
先
の
例
に
お
い
て
、
確
か
に
、
た
い

て
い
の
場
合
、
母
の
夫
は
、
実
際
に
子
の
父
で
あ
る
。

正
確
に
言
え
ば
、
推
定
が
虚
偽
の
結
果
を
導
き
、
か
つ
、
虚
偽
の
証
拠
が
も
た
ら
さ
れ
た
な
ら
ば
、
推
定
は
も
は
や
働
か
な
い
。
反

対
に
、
た
と
え
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
が
も
た
ら
さ
れ
て
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
常
に
働
く
。

比
較
の
た
め
、
親
子
関
係
の
法
に
と
ど
め
て
お
く
と
、
養
子
縁
組
の
例
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
完
全
養
子
縁
組
（
ⅴ
）

に
お

い
て
、
子
は
、
そ
の
養
親
の
子
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
親
子
関
係
は
、
養
親
に
対
し
て
の
み
創
設
さ
れ

る
。た

と
え
あ
る
証
拠
が
、
そ
の
者
が
養
親
の
子
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、
法
的
に
は
、
そ
の
養
親
の
子
で

あ
っ
て
、
そ
の
生
物
学
的
親
の
子
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

推
定
に
つ
い
て
の
他
の
仕
組
み
、
す
な
わ
ち
、
反
論
で
き
な
い
推
定
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
推
定
は
、
反
対
の
証
拠
に

よ
っ
て
覆
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
推
定
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
類
似
す
る
。

ⅱ　

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
存
在
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
及
び
、
逆
に
存
在
し
な
い
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
肯
定

す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
現
実
を
否
定
す
る
。
そ
の
困
難
さ
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
、
法
の
現
実
に
対
し
て

内
部
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
法
に
対
す
る
外
部
的
な
現
実
（「
自
然
な
」
現
実
）
か
ら
内
部
的
な
現
実
へ
の
移
行
の
時
に
介

入
で
き
る
の
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

（
一
九
七
二
）
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│　

法
に
対
す
る
内
部
的
現
実
に
お
い
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
異
な
る
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
関
連
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
あ
る
い

は
逆
に
、
一
つ
の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
二
つ
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
割
す
る
技
術
的
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
操
作
は
、
あ
る
法
制

度
を
、
そ
れ
が
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
へ
適
用
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
養
子
縁
組
の
例
に
お
い
て
、
親
子
関
係
の
法
制
度
は
、
子
の
生
物
学
的
親
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
関
連
づ
け
に
よ
っ
て
、
子

以
外
の
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適
用
さ
れ
る
。

│　

法
に
対
す
る
外
部
的
現
実
と
の
関
連
で
、
一
定
の
法
概
念
は
、
法
の
準
則
に
お
け
る
自
然
的
事
実
を
改
変
す
る
た
め
に
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
を
利
用
す
る
。

法
人
の
例
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
に
お
い
て
、
人
間
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
法
は
、
人
間
に
法
的
人
格

を
付
与
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
自
然
人
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

自
然
に
お
い
て
、
人
間
の
集
団
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
。
一
定
の
条
件
の
下
で
、
法
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
人
の
集
団
に
も
資
格
を

付
与
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
法
人
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
集
団
が
一
〇
の
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
自
然
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
者
は
常
に
一
〇
人
で
あ
ろ
う
。
逆

に
、
法
制
度
に
お
い
て
、
一
一
の
人
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
〇
の
自
然
人
と
一
の
法
人
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
二
種
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
法
的
現
実
に
対
す
る
「
内
部
的
」
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
「
外
部
的
」

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

⒝　

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
性
格

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
性
格
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
法
的
現
実
に
対
し
て
「
内
部
的
」
か
「
外
部
的
」
か
に
応
じ
て
同
一
で
は
な
い
。

（
一
九
七
三
）
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六

│　

法
的
現
実
に
お
い
て
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、「
不
安
定
」
で
あ
る
。
確
か
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
あ
る
瞬
間
に
用
い
ら
れ
る

が
、
そ
れ
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
き
、
消
滅
す
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
出
現
し
、
元
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
関
連
で
推
論
す
る
必
要
が
も
は
や
な
い
と
き
、
消
滅

す
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
ま
た
、
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
二
つ
の
古
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
包
括
し
て
、
も
は
や
何
も
区
別
す
る
こ
と
が
な

い
と
き
に
も
消
滅
す
る
。

行
政
法
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
例
を
契
約
に
関
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
契
約
当
事
者
を
関
係
づ
け
る
通
常
の
条
項
と
、
契

約
の
第
三
者
へ
の
法
的
効
果
を
も
つ
条
項
を
含
ん
だ
行
政
契
約
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
の
契
約
は
、
公
役
務
、
一
般
利
益
の
役
務
の
組
織
、
例
え
ば
学
校
の
運
送
に
関
す
る
。
あ
る
町
は
、
運
送
の
商
事
会
社
に
子

ど
も
を
学
校
に
運
送
す
る
よ
う
要
求
す
る
。

あ
る
契
約
条
項
は
、
そ
の
町
と
会
社
だ
け
に
関
係
す
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
の
期
間
、
相
互
の
債
務
に
つ
い
て
で
あ
る
。
他
の
条
項

は
、
子
ど
も
と
そ
の
親
に
関
係
す
る
。
料
金
、
時
刻
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
例
証
の
中
で
働
い
て
い
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
契
約
の
第
三
者
に
効
力
を
も
つ
条
項
に
対
し
て
、
そ
れ
が
契
約
に
含
ま
れ
て
い

る
と
き
に
、
行
政
の
権
力
行
為
の
法
制
度
を
適
用
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
条
項
が
契
約
に
属
し
て
い
な
い
と
決
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
契
約
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
り
を
す
る
必
要
は
も
は

や
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
。

│　

法
に
対
す
る
外
部
的
現
実
と
の
関
連
で
は
、
反
対
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
持
続
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
的
準

則
を
構
築
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
持
続
可
能
な
解
決
を
確
立
す
る
た
め
、
持
続
す
る
よ
う
要
請

（
一
九
七
四
）
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さ
れ
た
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
原
因
で
あ
る
。

⒞　

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
源

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
あ
ら
ゆ
る
源
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
成
文
法
に
よ
っ
て
利
用
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
、
国
会
の
法
律
、
政
府
の
行
為
、
地
方
機
関
の
行
為
な
ど
で
あ
る
。

特
に
、
成
文
法
は
、
養
子
縁
組
の
例
が
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
法
の
準
則
を
生
成
す
る
た
め
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
ま
た
、
法
の
重
要
な
源
で
あ
り
、
特
に
、
歴
史
的
に
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
行
政

法
に
つ
い
て
の
「
判
例
」
に
よ
っ
て
も
利
用
さ
れ
る
。

行
政
裁
判
官
は
、
例
え
ば
、
解
釈
及
び
性
質
決
定
の
作
業
の
中
で
、
法
的
論
証
の
方
法
と
し
て
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
利
用
す
る
。

3　

フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
能

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
行
政
法
に
お
い
て
有
用
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
二
つ
の
異
な
る
機
能
を
発
揮
す
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
行
政
法
の
適
用
の
実
用
的
機
能
と
行
政
法
の
生
成
の
教
義
（
ド
グ
マ
）
的
機
能
を
発
揮
す
る
。

⒜　

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
実
用
的
機
能

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
行
政
法
に
お
い
て
利
用
さ
れ
る
と
き
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
行
政
法
が
そ
の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
修
正
す
る
と
い
う

こ
と
を
期
待
し
て
、
よ
り
よ
い
法
の
適
用
を
可
能
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
実
用
的
で
あ
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
行

政
法
の
順
応
、
単
純
化
及
び
合
理
化
を
可
能
に
す
る
。

（
一
九
七
五
）
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ⅰ　

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
行
政
法
の
順
応

行
政
法
は
、
私
的
利
益
の
上
に
一
般
利
益
を
優
位
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
に
、
行
政
法
は
、
あ
る
一
般
原
則
を
言
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、

一
般
利
益
及
び
公
役
務
を
常
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
法
的
準
則
の
恒
常
的
か
つ
不
可
欠
な
順
応
で
あ
る
。

│　

例
え
ば
、
平
等
の
原
則
は
、
一
般
利
益
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
常
に
進
展
の
途
中
に
あ
る
。
平
等
の
原
則

は
、
行
政
行
為
が
合
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
行
政
行
為
は
、
現
行
法
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
国
際
条
約
や
憲
法
、
一
定
の
主
要
な
原
則
（
平
等
、
自
由
な
ど
）
を
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
行
政
行
為
が
法
的
準
則
に
反
す
る
と
き
、
そ
れ
は
「
違
法
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
利
害
関
係
人
は
、
行
政

裁
判
官
に
そ
の
行
為
の
取
消
し
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
裁
判
官
が
「
違
法
」
な
行
政
行
為
を
取
り
消
す
と
き
、
時
間
も
含
め
て
、
そ
の
行
為
を
我
々
の
法
制
度
か
ら
消
滅
さ
せ
る
。
想

定
さ
れ
た
行
為
は
、
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

裁
判
官
は
、
た
と
え
、
現
実
に
は
、
存
在
し
て
い
て
、
法
的
効
果
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
あ
た
か
も
そ
の
行
為
が
決
し
て
存
在
し
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。
す
な
わ
ち
、
取
消
し
は
遡
及
性
が
あ
る
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
取
消
し
は
、
将
来
の
上
に
過
去
を
変

更
す
る
か
ら
で
あ
る
。

遡
及
性
は
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
仕
組
み
に
立
脚
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
官
は
、
あ
た
か
も
そ
の
行
為
が
決
し
て
存
在
し
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
行
う
か
ら
で
あ
る
。
遡
及
性
は
、
平
等
の
原
則
の
順
応
を
可
能
に
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
例
で
あ
る
。

│　

同
様
に
、
責
任
の
原
則
も
、
進
展
の
途
中
に
あ
る
。
公
法
人
（
国
家
、
地
方
自
治
体
）
の
責
任
は
、
そ
れ
が
損
害
を
も
た
ら
す
場
合
に

生
じ
る
。

（
一
九
七
六
）
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行
政
の
損
害
の
被
害
者
は
、
行
政
裁
判
官
に
対
し
、
実
際
に
行
政
の
活
動
又
は
不
活
動
が
損
害
の
原
因
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
者
に

損
害
賠
償
金
を
支
払
う
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

行
政
責
任
は
、
民
法
に
お
け
る
よ
う
に
少
し
機
能
す
る
。
例
え
ば
、
行
政
責
任
は
、
免
責
条
項
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害

者
の
フ
ォ
ー
ト
〔faute （ⅵ
）

〕、
第
三
者
の
所
為
、
不
可
抗
力
で
あ
る
。

通
常
、
行
政
は
、
フ
ォ
ー
ト
を
犯
す
場
合
に
の
み
責
任
を
負
う
。
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
責
任
は
、
行
政
責
任
の
第
一
類
型
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
定
の
状
況
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
、
た
と
え
行
政
が
フ
ォ
ー
ト
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
責
任
を
負
い
得
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ト
な
き
責
任
は
、
行
政
責
任
の
第
二
類
型
で
あ
る
。

裁
判
官
は
、
例
え
ば
、
行
政
が
す
べ
て
の
市
民
に
リ
ス
ク
を
課
し
、
リ
ス
ク
を
証
明
す
る
こ
と
で
賠
償
を
得
る
で
あ
ろ
う
者
に
対
し

て
そ
の
リ
ス
ク
が
実
現
し
た
と
き
に
、
フ
ォ
ー
ト
を
証
明
す
る
こ
と
な
し
に
介
入
す
る
。

例
え
ば
、
警
察
官
は
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、
役
務
の
武
器
を
所
持
し
て
い
る
。
も
し
も
役
務
の
武
器
が
、
警
察
の
活

動
外
で
、
例
え
ば
、
警
察
官
が
家
で
そ
の
武
器
を
洗
っ
て
い
る
と
き
、
何
者
か
に
損
害
を
引
き
起
こ
す
な
ら
ば
、
そ
の
損
害
は
フ
ォ
ー

ト
な
し
に
賠
償
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
責
任
の
原
則
の
順
応
を
可
能
に
す
る
。
設
例
と
し
て
、
行
政
裁
判
官
は
、
損
害
が
特
に
重
大

で
あ
る
が
ゆ
え
に
フ
ォ
ー
ト
が
犯
さ
れ
た
と
推
論
す
る
が
、
い
か
な
る
フ
ォ
ー
ト
も
犯
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
証
拠
を
認
め
な
い
。

医
師
の
責
任
に
関
す
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
者
が
盲
腸
の
後
に
四
肢
麻
痺
に
な
る
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
、
そ
こ

か
ら
、
フ
ォ
ー
ト
が
必
然
的
に
犯
さ
れ
て
、
公
共
病
院
の
責
任
を
義
務
づ
け
る
と
い
う
こ
と
を
結
論
づ
け
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
、
フ
ォ
ー
ト
に
よ
る
責
任
と
フ
ォ
ー
ト
な
き
責
任
と
い
う
二
つ
の
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
関
連
づ
け

（
一
九
七
七
）
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る
こ
と
で
、
新
た
な
状
況
へ
の
責
任
の
法
の
順
応
を
可
能
に
す
る
。

ⅱ　

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
行
政
法
の
単
純
化
・
合
理
化

行
政
法
の
適
用
は
、
複
雑
で
あ
り
得
る
。
行
政
法
を
単
純
化
す
る
た
め
に
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
有
用
で
あ
り
得
る
。

│　

フ
ラ
ン
ス
法
は
、
二
種
の
裁
判
所
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
裁
判
所
（
民
事
、
刑
事
、
商
事
、
労
働
）
と
行
政
裁
判
所
で
あ
る
。

│　

二
種
の
裁
判
所
の
間
の
管
轄
の
分
配
に
つ
い
て
の
準
則
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
準
則
は
、
し
ば
し
ば
複
雑
な
適
用
と
な
る
。

│　

司
法
裁
判
官
と
行
政
裁
判
官
と
の
間
の
管
轄
の
分
配
を
単
純
化
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
国
会
の
法
律
に
お
い
て
、
あ
る
仕
組
み

が
考
案
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
管
轄
ブ
ロ
ッ
ク
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

│　

例
え
ば
、
そ
の
法
律
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
私
法
及
び
司
法
裁
判
官
に
属
す
る
か
、
逆
に
、
公
法
及
び
行
政
裁
判
官
に
属
す
る
か
を

明
確
に
し
て
い
る
。

│　

責
任
の
分
野
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
交
通
事
故
に
つ
い
て
管
轄
を
も
つ
の
は
、
行
政
の
車
が
巻
き
込
ま
れ
た
と
き
で
さ
え
、
司
法
裁

判
官
で
あ
る
。

│　

こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
論
理
は
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
利
用
す
る
。
先
の
例
に
お
い
て
は
、
行
政
責
任
の
制
度
の
代
わ
り
に
民
事
責
任

の
法
制
度
を
適
用
す
る
た
め
に
、
あ
た
か
も
行
政
の
車
が
、
私
的
な
車
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
ま
た
、
特
に
裁
判
の
分
野
に
お
い
て
、
行
政
法
の
適
用
の
合
理
化
を
も
可
能
に
す
る
。
こ
こ
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
は
、
不
整
合
を
回
避
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

│　

設
例
と
し
て
、「
攻
撃
防
禦
方
法
の
中
立
化
」
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
市
民
が
行
政
行
為
の
取
消
し
を
行
政
裁
判
官

に
申
し
立
て
る
と
き
、「
攻
撃
防
禦
方
法
」
と
呼
ば
れ
る
法
的
論
拠
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
九
七
八
）
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│　

こ
れ
ら
の
攻
撃
防
禦
方
法
の
中
で
、
一
定
の
も
の
は
、
行
為
の
形
式
及
び
手
続
に
触
れ
、
他
の
も
の
は
、
行
為
が
介
入
さ
れ
る
理
由

に
関
連
す
る
。

│　

い
く
つ
か
の
攻
撃
防
禦
方
法
が
提
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
、
一
定
の
攻
撃
防
禦
方
法
を
取
り
上
げ
、
他
の
攻
撃
防
禦
方
法
は

取
り
上
げ
な
い
と
い
う
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
、
大
き
な
事
柄
に
役
立
た
な
い
行
政
行
為
の

取
消
し
を
回
避
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

│　

例
え
ば
、
あ
る
行
為
が
手
続
を
尊
重
し
な
か
っ
た
が
、
も
し
も
こ
の
手
続
を
尊
重
し
て
い
た
な
ら
ば
、
行
政
が
同
一
の
行
為
を
と
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
、
行
政
裁
判
官
は
、
非
合
法
的
な
手
続
に
関
す
る
攻
撃
防
禦
方
法
を
取
り
上
げ
よ
う
と
し
な
い
。

│　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
為
は
「
違
法
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
裁
判
官
は
、
そ
れ
を
取
り
消
さ
な
い
。
そ
の
行
為
は
、
そ
の
効
力

を
生
じ
続
け
る
。
な
ぜ
裁
判
官
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

│　

裁
判
官
は
、
そ
の
行
為
が
手
続
を
尊
重
し
な
か
っ
た
た
め
に
取
り
消
さ
れ
る
な
ら
ば
、
行
政
は
、
将
来
に
、
手
続
を
尊
重
し
て
同
一

の
行
為
を
と
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
人
に
時
間
を
稼
が
せ
る
た
め
に
、
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
は
、
最
初
の
行
為
を
取
り
消
さ
な
い

の
で
あ
る
。

│　

行
政
活
動
を
合
理
化
す
る
こ
の
結
果
に
達
す
る
た
め
に
、
行
政
裁
判
官
は
、
そ
の
行
為
が
「
違
法
」
で
は
な
か
っ
た
「
…
か
の
よ
う

に
〔com

m
e si

〕」
す
る
こ
と
で
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
方
法
を
利
用
す
る
。

⒝　

行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
ド
グ
マ
的
機
能

法
の
ド
グ
マ
は
、
法
制
度
に
基
盤
を
与
え
る
上
位
の
原
則
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
行
政
法
は
、
そ
の
ド
グ
マ
の
い
く
つ
か
に
立

脚
し
て
い
る
。
特
に
、
行
政
法
は
、「
自
律
的
な
も
の
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
法
は
、
民
法
や
商
法
と
は
違
っ
て
、

（
一
九
七
九
）
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し
た
が
っ
て
、
行
政
裁
判
官
と
い
う
特
別
の
裁
判
官
に
従
う
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
法
お
よ
び
行
政
裁
判
官
の
自
律
性
の
ド
グ
マ
は
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
立
脚
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
フ

ラ
ン
ス
革
命
か
ら
の
現
代
行
政
法
の
歴
史
的
誕
生
を
研
究
す
る
こ
と
で
実
証
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
、
行
政
法
の
自
律
性
に
与
え
ら
れ
た
論
理
的
説
明
を
検
討
す
る
こ
と
で
も
実
証
さ
れ
る
。
確
か
に
、
行
政
法
は
主
と

し
て
行
政
裁
判
官
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

行
政
に
適
用
可
能
な
法
的
準
則
が
単
な
る
市
民
に
適
用
可
能
な
法
的
準
則
と
は
異
な
る
と
い
う
事
実
は
、
一
般
利
益
、
公
役
務
、
公
権

力
、
公
の
秩
序
な
ど
の
原
則
を
課
す
こ
と
で
、
異
な
る
準
則
を
適
用
す
る
こ
と
を
裁
判
官
が
選
択
し
た
こ
と
か
ら
、
明
確
に
理
解
さ
れ
る
。

行
政
法
の
定
義
は
、
行
政
法
が
自
律
的
で
あ
る
よ
う
に
生
成
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
自
律
的
性
格
を
必
然
的
に
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
結
果
と
し
て
、
行
政
法
が
自
律
的
で
あ
る
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
定
義
の
要
素
に
お
い
て
、

自
律
性
を
含
め
て
い
る
の
に
、
あ
た
か
も
行
政
法
が
自
律
的
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
。

し
た
が
っ
て
、
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
行
政
法
の
自
律
性
及
び
行
政
法
と
私
法
と
の
根
本
的
な
違
い
を
守
る
ド
グ
マ
的
機
能
を
確
保

す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

結
論
と
し
て
、
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
他
の
法
分
野
の
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
異
な
る
定
義
を
示
さ
な
い
。
逆
に
、

法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
適
用
及
び
生
成
の
観
点
か
ら
、
行
政
法
に
お
い
て
非
常
に
特
別
な
役
割
を
果
た
す
。

＊
本
翻
訳
は
、
法
学
部
招
聘
教
授
と
し
て
来
日
さ
れ
た
コ
ス
タ
教
授
が
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
二
日
（
水
）
に
日
本
大
学
法
学
部
で

行
っ
た
講
演
を
翻
訳
し
、
同
教
授
の
許
可
を
得
て
、
講
演
時
の
挨
拶
文
を
削
除
す
る
、
図
を
付
す
な
ど
の
変
更
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
九
八
〇
）



行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
（
清
水
）

一
八
三

本
翻
訳
の
原
文
は
、L

es fi ctions juridiques en droit adm
inistratif 

と
の
表
題
で
、N

ihon U
niversity C

om
parative L

aw
 

V
ol.32

（2015

）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
ⅰ
） 

民
法
の
研
究
者
で
あ
っ
て
行
政
法
の
研
究
者
で
は
な
い
訳
者
が
あ
え
て
本
論
文
の
翻
訳
を
担
当
し
た
の
は
、
本
論
文
が
扱
う
「
法
的
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
〔fi ctions juridiques

〕」
と
い
う
言
葉
が
、
わ
が
国
の
民
法
学
者
・
来
栖
三
郎
に
よ
る
一
連
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
研
究
（
同
『
法
と
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
所
収
の
各
論
文
参
照
）
を
想
起
さ
せ
、
訳
者
の
関
心
を
強
く
呼
び
起
こ
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
コ
ス
タ
教
授
（
当
時
は
フ
ラ
ン
ス
・
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
大
学
教
授
で
、
現
在
は
同
国
・
エ
ク
ス
＝
マ
ル
セ
イ
ユ
大
学
教
授
）
を
招
聘
す
る
に
あ
た

り
、
講
演
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
同
教
授
の
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
法
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
を
提
案
し
た
の

も
訳
者
で
あ
っ
た
。
本
論
文
が
民
法
領
域
の
設
例
を
多
く
取
り
上
げ
て
い
る
の
も
、
こ
の
テ
ー
マ
が
民
法
学
と
も
近
接
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
と
い
え
よ
う
。
近
時
、
ベ
ル
ギ
ー
・
リ
エ
ー
ジ
ュ
大
学
教
授
の
来
日
公
演
を
邦
訳
し
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ビ
ケ
（
髙
秀
成
訳
）「
法
に
お

け
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
慶
應
法
学
二
六
号
二
二
九
頁
（
二
〇
一
三
年
）
も
公
表
さ
れ
て
お
り
、
本
論
文
の
公
表
を
機
に
、
わ
が
国
で
の
法
的
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
論
が
再
燃
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
ⅱ
） 

こ
れ
を
未
成
年
解
放
と
い
う
。
親
権
の
対
象
か
ら
解
放
さ
れ
（
民
法
典
四
一
三
│
七
条
一
項
）、
成
年
者
（
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
歳
以
上
の
者
）

と
同
様
の
能
力
を
有
す
る
に
至
る
（
同
四
一
三
│
六
条
一
項
）。
日
本
民
法
七
五
三
条
と
同
様
、
婚
姻
に
よ
る
未
成
年
解
放
（
法
定
解
放
）
も
あ
る

が
（
民
法
典
四
一
三
│
一
条
）、
一
六
歳
以
上
の
未
成
年
者
に
つ
き
、
父
母
や
家
族
会
の
請
求
に
基
づ
く
任
意
的
解
放
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
同

四
一
三
│
二
条
、
四
一
三
│
三
条
）。

（
ⅲ
） 

こ
の
点
に
つ
き
、
デ
ル
フ
ィ
ー
ヌ
・
コ
ス
タ
（
神
尾
真
知
子
訳
）「
フ
ラ
ン
ス
行
政
訴
訟
法
の
現
代
的
課
題
」
日
本
法
学
八
二
巻
一
号
一
三
九

頁
（
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
ⅳ
） D

elphine C
osta, L

es fi ction
s ju

rid
iqu

es en
 d

roit ad
m

in
istratif (B

ibliothèque de droit bublic, T
om
e 210), L

.G
.D
.J, 2000

（
ⅴ
） 

元
の
家
族
と
養
子
と
の
関
係
に
断
絶
を
生
じ
さ
せ
、
養
子
を
養
子
縁
組
家
族
の
嫡
出
子
と
同
視
す
る
養
子
縁
組
（
民
法
典
三
四
三
条
以
下
）
で

（
一
九
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
二
巻
第
四
号
（
二
〇
一
七
年
三
月
）

一
八
四

あ
り
、
日
本
法
に
い
う
特
別
養
子
縁
組
（
民
法
八
一
七
条
の
二
以
下
）
に
相
当
す
る
。

（
ⅵ
） 

フ
ォ
ー
ト
〔faute

〕
は
、
過
失
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、
故
意
を
も
含
ん
だ
広
い
概
念
で
あ
り
、
近
時
の
訳
例
に
従
い
、
そ
の
ま

ま
フ
ォ
ー
ト
と
記
述
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
一
九
八
二
）
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